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学校施設跡地利活用検討委員会 

 第４回議事録 

 

 

日 時：平成２８年９月２８日（水）午後７時００分～午後８時４３分 

 

場 所：北とぴあ カナリアホール 

 

１ 開  会 

 

２ 議題 

  （１）利活用計画（案）の検討 

      ①旧清至中学校 

      ②旧赤羽中学校 

  （２）その他 

 

３ 閉  会 

 

出席者 北原理雄委員長     

川村匡由委員    黒田静男委員    荒木正信委員     

小澤浩子委員    斎藤邦彦委員     依田園子委員   

中澤嘉明委員 

 

 

質疑応答 

○委員長 

  皆さん、こんばんは。時間になりましたので、これから第４回東京都北区学校施設跡地

利活用検討委員会を開会します。本日も活発にご議論をいただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

  なお、本日は、藤井委員から欠席という連絡をいただいています。 

  それでは、初めに事務局から配付資料の確認をお願いします。 

 

○区 

  はい。皆様こんばんは。本日もどうぞよろしくお願いいたします。配付資料の確認を

させていただきます。 

  まず、今回、第４回の検討委員会の次第でございます。その後、資料１番といたしま

して、Ａ４横のものになりますが、委員の意見・提案（まとめ）でございまして、２枚

とじになってございます。資料の２番といたしまして、学校施設跡地利活用に関する区

民の意見・提案（まとめ）に対するこれまでの検討委員会での意見でございまして、こ

ちらは８ページまであります。４枚つづりになってございます。次に、資料の３番で、
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こちら、Ａ３の大きさになりますが、王子東地区における施設を中心とした現況につい

てでございます。次に、資料の４番、旧清至中学校に係る利活用計画（案）でございま

す。次に、資料の５番、こちら、Ａ３の大きさになりますが、赤羽東地区における施設

を中心とした現況でございます。そして、資料の６番で、旧赤羽中学校に係る利活用計

画（案）でございます。 

  また、委員の皆様には、参考といたしまして委員の皆様へということで、いただいた

ご意見について配付させていただいておりますが、この資料については、この後の資料

説明の中でお話をさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

 

○委員長 

  お手元、資料はそろっていますか。 

  それでは、議題に入る前に前回、第３回で委員の皆さんからいただいたご意見等につ

いて事務局から説明をお願いします。 

 

○区 

  では、資料の１番をご覧いただきたいと存じます。委員の意見・提案（まとめ）とな

ってございます。こちらの資料２でご説明する中身と重複する部分もございますので、

要点をまとめてご説明させていただきたいと思います。 

  まず、第３回目の意見ということで、旧清至中学校、旧赤羽中学校の両校についての

共通する意見といたしまして、いただいたものが一番上のところに書いてございます。 

  人口推計が示されているけれども、都市部における人口というのは先を読むのが難し

いのではないかといったご意見です。 

  また、質問、回答という形になっておりますけれども、売却が強調されているものの

必要な施設は整備していく必要性もある。整備の際は区として費用負担が発生するのか

というようなご質問がありまして、こちら、事務局から回答させていただいたものは、

施設によっては誘致というような方法も考えられるということを回答させていただいて

おります。 

  また、ご意見、三つ目としまして、５０年間の定期借地権設定による長期貸付を見据

えながら考えてほしいといったようなご意見もいただきました。 

  次のところからが、旧清至中学校に関するご意見でございます。 

  まず、一つ目のところでは、整備位置未定の計画事業の一覧というものをお示しをし

たこともありまして、そこに載っていました都市型軽費老人ホームについての意見交換

というものでございました。 

  二つ目のところでは、現在、旧清至中学校を使っている成徳学園さんの取得の意向に

ついてのご意見等がございました。その後に学校施設か福祉施設などが旧清至中学校に

ついては望ましいのではないかといったようなご意見。また、防災上の観点からの空間

確保といったようなものも必要なのではないかといったご意見もありました。 

  旧清至中学校に関しての前回のまとめといたしましては、２ページまでお進みいただ

いて、下のほうになりますが、まとめに書かせていただいているところをご覧ください。 



 3

  売却か長期貸付かはよく検討する必要がある。また、一体的な活用を前提に防災機能

を持たせるのが好ましい。「教育」、「防災」、「福祉か地域交流」をキーワードとし

て検討をしていくまとめをいただいたところでございます。 

  次のところからが、旧赤羽中学校に関する意見交換という部分になります。 

  最初のところでは、東京都から代替地としてご検討いただけないかという依頼があっ

たということを、事務局からご説明させていただいたことについての意見交換というこ

とでございました。東京都からは敷地全てが必要と言われているのか、または全て断る

ことができるのかといったご質問をいただきまして、回答といたしまして、どれぐらい

必要かという面積は示されていない。ただ、全ての敷地が必要とは受けとめをしていな

いと。また、地域における防災上の安全を高める必要があり、道路事業については協力

をしていきたいといった回答をさせていただいております。 

  また、次のご意見といたしましては、これまでも防災というようなお話がありました

が、防災を優先的に考え、地域に足りない部分を加味していくのがよい。複合的施設が

必要であり、オープンスペースの確保やサロン的なコミュニティの場も必要であるとい

ったようなご意見等もございました。 

  そして、また細かいところは資料２番でお話しさせていただこうと思いますので、３

ページの下から二つ目のまとめをご覧いただきたいと思います。 

  旧赤羽中学校については、意見と提案を大変多くいただいてございます。そういった

ところの中で、全てを実現するということは困難であるが、地域として充足している機

能は重複しないように必要な機能は入れていく。「防災まちづくり」、「医療」、「待

機児童対策」、「コミュニティ」といったあたりをキーワードに精査をしていくという

ようなまとめをいただいているところでございます。 

  資料の１につきましては以上です。 

 

○委員長 

  資料の１について事務局から説明をいただきましたが、ご質問等ございませんでしょ

うか。よろしいでしょうか。 

  それでは、議題に入りたいと思います。 

  委員会は、本日を入れて残り２回になりました。これまで３回にわたって議論してい

ただいた内容を踏まえて、それぞれの学校施設跡地における利活用計画の案について委

員の皆様から意見をいただきながら整理していきたいと考えていますので、ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

  では、まず旧清至中学校から、事務局、関係資料に基づいて説明をお願いします。 

 

○区 

  それでは、旧清至中学校に関する資料の説明をさせていただきます。 

  まず、資料の２番をご覧いただきたいと思います。 

  こちらにつきましては、旧清至中学校と旧赤羽中学校、両方の内容が含まれているも

のでございますが、旧清至中学校の部分についてご説明をさせていただきたいと思いま

す。 
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  資料の２のところで旧清至中学校と書いてあるものですが、地域代表の方、区民の方

からいただいたご意見の一つ目といたしまして、体験交流に関するご意見がございまし

た。ここに関しましては、検討委員会では意見が非常に多かったということではないで

すが、先ほどご紹介したように、前回のまとめのところで「教育」、「防災」、「福祉

か地域交流」、こういったあたりをキーワードとして検討していったらどうかというよ

うなご意見をいただきました。 

  ２点目の多機能型福祉施設という点につきましては、委員会のご意見といたしまして

は、学校施設か福祉施設が好ましいというご意見もございました。また、福祉施設とい

ったご意見でありましたので、周辺の福祉施設の状況について意見交換をこの場でもし

ていただいております。それにつきまして、二つ目の丸のところでございますけれども、

特別養護老人ホームは、王子六丁目に３１年度開設計画があるということ。また、８月

中、先月には本跡地の隣に有料の老人ホームが開設されますといったことをお話をさせ

ていただいたということでございます。 

  そして、まとめのところに書かせていただいておりますけれども、こちらは両校に共

通したご意見にはなりますが、売却か貸付かはよく検討する必要があるという点もござ

いました。また、旧清至中学校につきましては、一体的な活用を前提に防災機能を持た

せるのが好ましいのではないかといったようなご意見でございました。 

  資料の２番につきましては以上でございます。 

  次に、資料の３番をご覧いただきたいと思います。 

  こちらは、旧清至中学校の位置する王子東地区における施設を中心とした現況につい

てということでまとめた資料になります。 

  左側に概要でございますが、そちらからご覧いただきたいと思います。この王子東地

区の範囲というところでございますけども、こちらはお示しの地域が王子東地区という

ことになります。その下のところに重点課題ということでお示しをしておりますが、こ

ちらは北区基本計画２０１５におきましてこの地区の重点課題としている中身でござい

ます。こちらは読ませていただきますと、この地区の北側には大規模団地や工場などが

比較的多く見られ、用途の混在によりまして住環境などの問題を抱えていますが、互い

が調和しつつ発展していけるようなまちづくりを進め、複合的な空間の魅力をさらに高

めていくことが重要ですといったことで、この地域の重点課題ということで記載をさせ

ていただいております。 

  その下の人口推移・推計でございますが、これは、これまでの会でもお示しをさせて

いただいておりましたので、説明は省略をさせていただきます。 

  次に、右側のほうを見ていただきますと、主要施設地区別設置状況というものがござ

います。こちらは、北区を七つの地域に分けて、人口であるとか、面積、人口密度、そ

の他公共施設などの数をまとめた資料になってございます。 

  その下を見ていただきますと、この地域の特徴といたしまして、これまでの議論の中

でも教育機関が集積しているというようなお話もございましたので、その特色というこ

とで、学校教育施設の数を取り上げさせていただいております。私立小学校はないんで

すけれども、私立の中学校、区全体で１０校あるんですが、そのうちの２校があります。

また、高等学校につきましても３校、大学等につきましても１校ということになってお
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りまして、教育機関が比較的多いといったような特色があるということでございます。 

  次に、資料の４番にお進みください。 

  こちらは、これまでの議論、周辺の施設等の状況なども踏まえまして、旧清至中学校

に係る利活用計画の案ということで作成をしたものでございます。 

  内容といたしましては、このコンセプト、それと基本的な考え方、裏面に行きまして、

基本的方向、事業手法ということでまとめさせていただいております。まず、基本的考

え方のところからご説明をさせていただきたいと思います。こちらは、当該跡地の現状

と課題などを主にまとめていっているような形になりますけれども、一つ目の丸と二つ

目の丸というところでは、これまでの経過的な中身を記載をさせていただいております。 

  一つ目のところでございますが、当跡地については、平成２０年１２月に利活用計画

を策定をしたというところでございました。ただ、その時点では、周辺の国家公務員宿

舎ですとか国の庁舎の廃止・移転に伴う跡地の動向というものを踏まえていくというよ

うな必要がありました。そのため暫定利用を進めて、そういった国家公務員宿舎の跡地

の利活用の動向を把握した上で、改めて検討をしていこうということにさせていただい

ておりました。 

  二つ目の丸のところにまいりますと、そういった経過があり、平成２２年２月から平

成３０年の３月までは暫定活用といたしまして、学校法人東京成徳学園に貸付を行って

おりました。また、その間国家公務員宿舎であるとか国の庁舎につきましては、存置を

されるということが示されたというような状況でございます。これが、これまでの経過

的な中身ということになります。 

  次に、三つ目の丸印のところでございますけれども、当該地域でございますけれども、

先ほどからお話をさせていただいていたように、こちらの地域、教育施設であるとか国

家公務員宿舎などの中高層の住宅、また法務局などの公共公益的な施設が集積している

土地柄であり、閑静なまちなみとなっているということ。そして、教育機関の集積する

地域であるということを踏まえまして、その魅力を生かし、あらゆる世代において地域

を支え未来を担う人づくりといったことを推進していくということは、教育機関の持つ

知的財産の提供を受けたり、スポーツの交流なども期待できるということで、「教育先

進都市・北区」をより確かなものにするためにも効果的であろうということを記載をさ

せていただいております。 

  次のところでは防災面の話になりますけれども、こちらの跡地を含む王子六丁目地域

というのは、地震に関する総合危険度といったものでは低いということになっておりま

すけれども、現状避難場所、避難所ということで指定をされておりまして、今後もオー

プンスペースの確保であるとか低地部であるということも踏まえますと、水害対応への

配慮なども求められてくるであろうということでございます。 

  次の丸印のところでは、これはこれまでの検討の中では出ていなかったことではござ

いますけれども、当地域の課題の一つといたしまして、緑被率が低い地域であるという

ことがございまして、みどり豊かなまちづくりの推進といったものが必要であろうとい

ったことを記載をさせていただいております。こういった経過、現状、課題などを踏ま

えまして、本跡地につきましては、教育施設を中心としながら地域との連携・交流、安

全・安心、うるおいを高める利活用といったものを基本的な考え方としてはどうかとい
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うことでまとめさせていただき、コンセプトといたしましては、一番上のところになり

ますが、「安全と安心の中でうるおいを感じながら未来の人づくりを担うまち」という

ことで案としてまとめさせていただいたものでございます。 

  資料４の裏面をご覧ください。こちらは、基本的方向というものをまず上段のところ

でまとめておりまして、コンセプトから方向を二つ出しております。一つ目のところが

教育関連施設の誘致というところ。二つ目では防災機能の確保という二つの方向を示さ

せていただいております。 

  また、事業手法のところでございますけれども、一つ目のところでは教育関連施設を

誘致するということにあたっては、区民への開放、オープンスペースの確保と防災への

協力、地域の方々との連携・交流など一定の条件を付したうえで売却または貸付を行っ

てはどうかということでございます。 

  二つ目のところでは、当然のことながら、事業者の選定に当たりましては、この利活

用のコンセプトにかなった事業者というものを選定していく必要があるということでご

ざいます。 

  そして、三つ目のところでは、売却または貸付の決定にあたりましては、利活用の指

針に基づきまして、将来的な土地利用のあり方を踏まえ十分に検討をするといったこと

を記載をさせていただいております。この点につきましては、旧赤羽中学校にも共通し

ていただいたご意見ということで、両校に記載をさせていただいているということにな

ります。 

  以上が、旧清至中学校に関しての資料２、３、４の説明でございます。 

 

○委員長 

  どうもありがとうございました。旧清至中学校について事務局から説明をしていただ

きました。ただいまの説明、また、これまでの議論を踏まえて資料４の利活用計画

（案）を中心にして皆さんからご意見をいただきたいと思いますが、あわせて質問事項

があればそれもお願いします。いかがでしょうか。 

   

○委員 

  事務局にお伺いしたいんですけれども、今仮設の保育園ですか、１歳、２歳、３歳ま

でのというのは、あれはあくまでも仮設ということで、職員住宅の跡地に保育園ができ

た場合は、あそこも一応長期に貸し付ける、もしくは売却の対象の面積の中に入るとい

うことですか。 

 

○区 

  別棟部分についてのお尋ねかと思いますが、あちらにつきましては、１０月に王子保

育園のつぼみ分園ということでオープンいたします。現状の予定では３０年の３月まで

ということになっておりまして、今委員からご案内いただいたように、近くにあります

職員寮であったところに保育園という形で考えているところでございます。本格活用に

当たりましては、別棟部分も含めてという形で考えております。 
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○委員 

  ありがとうございました。 

 

○委員長 

  それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員 

  今後、土地利用のあり方を踏まえて十分に検討をするという書き方で、具体的なタイ

ムスケジュールが示されておりませんけれども、これは今までの委員会の中でも余り急

いでことを決めないほうがいいんじゃないかという、こういう委員のご提言もありまし

た。 

  ただ、今も、保育園の場合も平成３０年３月までということですけれども、この資料

４によりますと、東京成徳学園に貸付ている期限が平成３０年の３月ということで、多

分成徳さんのほうも今後どうなるんだろうとかなり心配をされているのではないかなと

推測します。成徳さんのほうが、できればこの先も貸し付けをお願いしたいとか、長期

にお願いしたいとか売ってほしいと、そういうご意向も出てくることもあるかと思うん

ですが、区としてはこの期間の目途はどのように今考えておられるんでしょうか。 

 

○区 

  今、暫定活用ということで、３０年の３月まで東京成徳学園に本館の部分と体育館は

お貸ししているということになっております。確かに、この検討委員会の中でも今すぐ

何かをするということでなくてもよいのではないかというご意見をいただいていたと思

っております。そういった面もあるかと思いますが、やはり貴重な資産であるといった

ことも考えますと、やはり次の活用というものにも入っていく準備というものが必要だ

と思っておりまして、暫定活用は３０年の３月までで、もし、速ければ３０年の４月か

ら本格活用ということも、最短であれば可能であるとは思っておりますので、できる限

り有効に使っていくという視点も大事にしながら、今後のことは考えていきたいと今は

思っております。 

 

○委員 

  ありがとうございます。余り時間はないですね、３０年の３月ということですとね。

先日も見学をさせていただきましたけれども、かなり老朽化して、一時その体育館と部

室を使っていらっしゃるだけなので、成徳さんのほうも余り手を入れていらっしゃらな

いし、今の状態が長く続くと、区民に開放していただいて、いろいろな世代の方がそこ

でうるおいのある交流をしたいと思っても、ちょっとなかなか足を踏み入れたいなと思

えるような施設ではないので、今後どうするかということはある程度詰めて考えていか

なければいけないかなと思っています。 

  以上です。 

 

○委員長 



 8

  どうもありがとうございます。期日はこのままでも、案のままでもよろしいですか。

それとも、それについても何かご意見ございますか。 

 

○委員 

  これ以上踏み込んだ記述をするとなると、かなり、例えば貸付先の学園名とか、それ

から現在実際に幾つか、もしできることならと手が上がっているところがあるのかない

のかわかりませんけれども、そこまで踏み込まないといけないので、この部分の記述は

このままで、ただ、そんなに悠長に考えてはいられないなということを一言申し上げま

した。 

 

○委員長 

  どうもありがとうございます。それでは、その点は議事録に残すということでよろし

いかと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員 

  この前、あらかわ学会さんというグループがあるんですけど、そことちょっとお話し

したんですけど、昔神谷地区は随分水が出たということで、昔は軒下に船を置いてあっ

たということでございます。ですから、そういう点で、清至中学もそうだし、赤羽もそ

うでございますけれど、十分にそういうことも検討を、これからの災害が大変わからな

い災害が出てきますので、そういうことも考えていただきたいと思っております。 

 

○委員長 

  事務局、いかがですか。 

 

○区 

  こちらは資料４番の利活用計画（案）のところにも基本的に考え方のところなどにも

記載をさせていただいておりますが、こちらの地域、地震に関する総合危険度というの

はそれほど高くないと。しかしながら、低地部ということもあるので、水害対応への配

慮が求められるであろうということを考え方のところにも記載をさせていただいており

ます。 

  また、基本的方向の中でも、防災機能の確保といったところも重要であろうというこ

とがこれまでの議論の中でもありましたので、地震や水害への対応を中心とした防災機

能確保への協力といったものを教育関連施設に求めていくということで記載をさせてい

ただいております。 

 

○委員長 

  どうもありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

  あと１回ということなので、実質的に内容に踏み込んでご意見いただけるのは本日か

なと思っています。そういう意味で総当たりでいきます。 
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○委員 

  ご指名いただきましたけど、やはり今お話がありましたように、教育と交流と福祉と

いうことを言われていましたけど、それから防災ですね。そういう意味で本当に防災が、

特にこの地区においては、皆さんご存じかもしれませんけど、狩野川台風のときが２メ

ートルの増水だったんですね、王子周辺は。そういう意味では非常に低地ですので、や

はり防災面はかなり考えていく必要があるかと思います。 

  それから、用地の売却、あるいは賃貸ということについても、基本的には、一般論で

すけども、不動産というのは手放してはいけないんですよ。それを活用するということ

が大事ですから。そこももっと検討していく必要があるかなと、こんなふうに思います。 

  以上です。 

 

○委員長 

  どうもありがとうございます。お願いします。 

 

○委員 

  そんなに有効活用と言ったって、なかなかうまい案が出てくると思えないですよね。

王子のほうに関しては、もう色々な今まで出た案で進めていただくのがいいのではない

かなと思うんですよね。 

  ただ、赤羽のほうはまだこれからの話になるわけですか。実は赤羽のほうは、昨日３

時間ばかりかかって歩いたんですよ。それで、結局道路が広がって得するのは数件しか

ないんじゃないかなと。学校とスーパーぐらいで、あとは土地が残らないんだろうと思

うんですよ。だから、地元の人たちにすればもう全面的に反対だというのがわかるよう

な気がするんですよね。そんな感じの中で有効利用というのを考えていかなくちゃなら

ないんじゃないかなと思っているんです。 

 

○委員長 

  わかりました。大変貴重なご意見なので、改めて赤羽のときにもう一度お願いします。 

  

○委員 

  現在も成徳学園にお貸しして、それで子どもたちの、日曜日にはスポーツに少年野球

に開放してもらっているということですとか、あるいは今お貸ししている間も、体育館

が北区の避難所として位置づけられているというようなこともございます。今後どこの

教育機関ということは申し上げませんけれども、そういうどこかになったとしても今み

たいな形でのそういう地域貢献の継続、それと、もう少し踏み込んで、今色々な交流で

すとか、あるいは、それこそ学校が持っている知的な部分の区民への提供ですとか、も

っと踏み込んだ形での地域貢献というものを求めながら有効活用していければと思って

います。 

 

○委員長 

  どうですか。 
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○委員 

  あの一帯が避難場所として位置づけられているということから、教育関連施設であれ

ばその機能は継続して確保していけるだろうという、そういうことでいえば、この方向

性が一番かなというふうには感じているところです。全体としてその文教施設と、それ

から税務署、警察などもブロックとしてはあのエリアにありますので、そういう一体と

してまちづくりの方向性も位置づけるというようなことかなと思っています。 

  事務局に一つだけ伺っておきたいのは、みどり豊かなというところが、地域に根差し

というのは今後もそういった地域利用に配慮することを求めるということかなと思いま

すけど、緑豊かというのをそういった緑化に関してのものを求めていこうという、そう

いうことを案として提案されているということでよろしいでしょうか。 

 

○区 

  先ほど基本的方向の中でお話をさせていただきましたが、緑被率が低い地域であると

いったこともありまして、それをどこまでかというところはあるかとは思うんですけれ

ども、できる限りみどりに資するような使い方などについても、その教育関連施設を誘

致していくときに一つ勘案するポイントにしていくという思いがありまして、みどり豊

かなというところも入れさせていただいています。 

 

○委員 

  スペースが学校の跡地なので一定の面積はあるといいながら、一般的にイメージされ

るようなみどり豊かなという話よりは道路に面しているとか、そういう見える部分の緑

地率というふうに言ってもいいかもしれない。そういう部分について特に重視するとい

う、そういうようなイメージですかね。森をつくるという話ではないと思うんですけど

ね。 

 

○区 

  敷地の周りというのもあるでしょうし、屋上緑化とかそういった考え方もあると思う

ので、そういったものを総合的に見てというイメージでおります。 

 

○委員長 

  よろしいですか。みどり豊かなというのは言い過ぎかなというご指摘かと思いますが、

そこら辺は豊かに緑があるにこしたことはないんですが、敷地の中で緑を適切に配置し

てもらうということを表現するには、もう少し表現があればそのほうがいいかなという

気もしますね。 

  はい、お願いします。 

 

○委員 

  資料の２の中なんですけれどね、特別養護老人ホームが王子六丁目に３１年度開設計

画があるというの、私初めて知ったんですけど、具体的に教えていただけますでしょう
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か。 

 

○区 

  こちらですけれども、王子六丁目７番地ということになるんですが、こちらに国有地

がございまして、そこを活用しての特別養護老人ホームということの計画がございます。

特養としまして１５０床、ショートステイとして１５床ということで、３１年度の開設

予定ということになって今計画が進んでいる状況ということでございます。 

 

○委員 

  そうですか。そんなに区にお金があったんですか。 

 

○区 

  これは区が設置するのではなく、法人さんが国有地を活用してということになります。 

 

○委員 

  わかりました。 

 

○区 

  区立ではないです。 

 

○委員長 

  よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

  皆さんからいただいたご意見の中で、基本的にこの利活用計画案についてはご了承い

ただいたのかなと思いますけど、十分に検討すると言いつつも、やはり３０年の４月か

ら以降というのが今のところ、もうブランクになっているわけで、それが一つの期限と

して実際にはあるんじゃないかということで、そこでゆっくり検討もしていられないと

いうご指摘がありましたが、その点そのとおりだと思いますので、書く、書かないはあ

ると思いますが、十分に検討していただければと思います。 

  また、防災機能の中でも特に水害に対する備えということが必要だというふうに幾つ

かいただきましたので、その点もご検討いただければと思います。本日いただいたご意

見を踏まえて、また利活用計画案を練っていただいて、次回までにブラッシュアップし

たものをご準備いただければと思います。 

  それでは、旧清至中学校に関しては以上でよろしいでしょうか。 

  それでは、資料４の利活用計画（案）について骨格は了承したということで、本日の

議論を踏まえて必要な部分の修正を事務局で整理した上で、次回に最終報告案として示

していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  続いて、旧赤羽中学校について事務局から関係資料に基づいて説明をお願いします。 

 

○区 

  では、旧赤羽中学校につきまして資料のご説明をさせていただきます。 
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  資料の２と資料５、６でご説明させていただきます。 

  まず、資料の２番、お戻りいただいてご覧いただきたいと存じます。 

  資料の２番の１ページの下段からが旧赤羽中学校に関するこれまでの検討委員会での

意見ということになってございます。一つずつ見ていきたいと思います。地域代表の方

からいただいたリサイクルといったことに関するご意見になるかと思いますが、生ごみ

を堆肥化する施設が欲しいといったご意見等いただきました。これに関しましては、具

体的にこの検討委員会で特段いただいた意見は無かったかと思っております。 

  ただ、周辺の類似施設ということで、こちら事務局で記載をさせていただきましたけ

れども、リサイクルを推進する赤羽エコー広場館といった施設があるということを記載

をさせていただきました。 

  次のご意見のところで病院といったご意見がございました。病院ですとか総合クリニ

ックといったものも全部合わせております。この病院・クリニックに関するご意見は

様々いただいたところでございますけれども、意見の一つ目から見ていただきますと、

こちらの地区には高齢者医療に関する施設が少ないというところが一つ懸念されるとい

うご意見がございました。 

  二つ目のところでございますけれども、全区的な課題でもあるんですけれども、福祉

と医療の連携拠点、機能といったものが不足しておりまして、どんなふうに確保してい

くのかというのが課題であろうといったこと。また、医療・福祉・介護といったのは、

産業の活性化といった視点で考えることもできるのではないかといったようなご意見も

ございました。 

  次に、２ページへお進みください。こちらも医療関係のご意見が続きます。 

  こちらは、丸印の三つ目、ご覧いただきたいと思いますが、特別養護老人ホームのニ

ーズが高いとの声を多数聞く、あわせて東京先端医療モールビルのようにビル型の医療

集積といったものも参考になるのではないかといったようなご意見もいただきました。 

  次のご意見といたしまして、コミュニティに関するようなご提案をいただいておりま

す。それに対する検討会の意見といたしましては、まず一つ目の丸印になりますけれど

も、女性も男性もいきいきと活動できる場所であったらよいと思うというところです。 

  次の二つ目のところでは、こちら複合的な意見になりますけれども、防災を優先的に

考え、地域に足りない部分を加味していくのがよいのでは。複合的施設が必要であり、

オープンスペースの確保やサロン的なコミュニティの場も必要ではないかといったご意

見もありました。 

  それに対してといいますか、三つ目のご意見のところでは、コミュニティ機能につい

てはなでしこ小学校の改築で地域の集会室なども複合化していく予定もありますといっ

たような意見もありました。 

  次に３ページに進んでいただきまして、こちらはコミュニティ関係の周辺類似施設と

いうことでお示しをさせていただいておりますが、なでしこ小学校の複合化による集会

室というのもありますけれども、既に赤羽会館であるとか元気ぷらざなどコミュニティ

活動をする上で利用可能な施設がありますということで記載をさせていただいておりま

す。 

  次に、いただいたご意見で防災ということでカテゴリーでくくらせていただいており
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ますが、こちらに関しましては様々、検討委員会の中でも意見をいただいた中身でござ

います。 

  一つ目の検討委員会の意見のところでございますが、危険度が高い地域であるので、

都市計画道路の整備は重要ではないかといったご意見。 

  また、二つ目のところでは、どういう利用をしたらこの地域が安全安心な地域になる

のかといった視点を大切にするべきではないかといったようなご意見もございました。 

  そして、３ページの一番下のところまで進んでいただきますと、こちら、先ほどの意

見とも重なっていますが、防災を優先的に考え、地域に足りない部分を加味していくの

がよい。複合的施設が必要ではないか。オープンスペースの確保も必要であるといった

ようなご意見でした。 

  次に、４ページにお進みください。 

  まだ４ページの上段のところまでは防災に関する意見が続きます。４ページの検討委

員会の意見の丸印二つ目のところでございますが、防災は重要なキーワードである。一

方、様々な意見・要望をいただいているので、複合的に考えていくことも可能ではない

かといったこともございました。 

  また、今オープンスペースという言葉が何度か出ておりますけれども、こちら今回ち

ょっと記載をしていないんですが、前回の会の中でグランドレベルではないオープンス

ペースの確保という形もあり得るのではないかといったご意見もいただいているところ

でございます。 

  次に、保育園ということでご要望・ご意見ということで出ていたことに関しての検討

会の意見でございます。 

  一つ目の丸印のところでは、こちらも複合的な意見になっておりますが、保育園であ

るとか高齢者医療、病院などが優先順位高いのではないかといったところでございます。 

  また、丸印の四つ目になりますけれども、こちら、最後の丸印四つ目の一番最後の行

のあたりになりますが、保育園の需要は高く活用策の一つとして考えられるのではない

かといったようなご意見もございました。 

  次に、５ページまでお進みください。 

  こちらは下段のほうをご覧いただきたいと思いますけれども、特別養護老人ホーム、

高齢者施設に関するご提案といったところに関しての意見交換ということでございます

が、丸印の一つ目のところでは、こちら、医療のところでも出てきたご意見ですけれど

も、福祉と医療の連携拠点・機能が不足しており、どのように確保していくかが課題で

あろう。また、医療・福祉・介護は産業の活性化といった視点で考えていくこともでき

る。 

  また、二つ目の意見としては、特別養護老人ホームのニーズが高いとの声を聞く。先

ほどご紹介した医療モールビルのような医療集積も参考になるであろうといったような

ご意見がございました。 

  次に、６ページまでお進みください。 

  ６ページの中段以降のところでございますが、こちら、ご要望、生涯学習というカテ

ゴリーでくくらせていただいております。ここは、先ほどコミュニティのところでも出

た意見を記載をさせていただいておりますが、女性も男性もいきいきと活動できる場所
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であったらよいと思うといったようなご意見もありました。 

  そして、７ページにお進みいただきたいと思いますが、こちら、一番上のところにな

りますが、この生涯学習に関する周辺類似施設ということで記載をさせていただいてお

りますけれども、赤羽図書館、赤羽文化センター、また改築中のなでしこ小学校などの

活用もできるのではないかといったことで記載をさせていただいております。 

  次に、７ページの二つ目のところですが、スポーツということでカテゴリーを立てさ

せていただいておりますが、こちらに関しては、特にこの検討委員会の中でのご意見と

いうのはなかったかと思いますが、周辺の類似施設ということで北運動場。これから２

９年の１月に開設予定ですが、赤羽体育館。また、地区体育館とか夜間の校庭開放を既

に行っている赤羽岩淵中学校、なでしこ小学校につきましては、まだ明確に決まってい

るわけではないんですけれども、何らかの活用といったことではできるのではないかと

いったことで記載をさせていただいております。 

  また、次のご意見で、ティーンズセンターをつくってほしいといったような地域代表

の方からもいただいておりますが、これに関しては周辺類似施設ということで、お子さ

んからお年寄りまでが使えるような施設になっている志茂子ども交流館を記載させてい

ただいております。 

  そして、最後のところ、その他ということで記載をさせていただいておりますが、こ

ちらの前回口頭でお話をさせていただきました補助８６号線など東京都の道路事業用の

代替地提供についてということで、事務局から、東京都から検討の依頼が来ているとい

うことでご説明をさせていただきました。それについてのご意見ということで、質問・

回答という形になりますが、いただいたものをまとめております。 

  こちら、先ほど資料の１番でも若干説明させていただいてはおりますが、都は代替地

として敷地全てが必要と言っているのか。逆に、全て断ることはできるのかといったご

質問をいただきました。それに対して都からどれくらい必要という面積は示されていな

いけれども、全ての敷地が必要というような受けとめはしていないということ。また、

地域における防災上の安全を高める必要があり、道路事業については協力をしていくス

タンスであるといったお答えをさせていただいております。 

  二つ目のところでは、先ほどのところと重なりますが、代替地の用途であるとか必要

面積の情報はあるのかということで、面積については先ほどご説明をさせていただいて

おりますが、用途については住宅ということでお答えをさせていただいております。 

  以上が資料の２番のご説明でございます。 

  全体的な検討委員会のご意見といたしましては、意見提案が多い中、全てを実現する

ということは困難であるけれども、地域として充足している機能は重複しないように必

要な機能は入れていく。 

  また、「防災まちづくり」、「医療」、「待機児童対策」、「コミュニティ」といっ

たあたりをキーワードに精査をしていくといったまとめをいただいたところでございま

す。 

  次に、資料の５番をご覧いただきたいと思います。 

  こちらは、当該用地が所在する赤羽東地区における施設を中心とした現況についてと

いうことでまとめたものでございます。 
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  まず、概要のところですが、範囲はお示しをさせていただいているところでございま

す。そして、この地区の重点課題ということで、基本計画からの抜粋になりますけれど

も読み上げさせていただきますと、志茂周辺など地域の北東側を中心として木造住宅が

密集していることから、都市計画道路等の整備のほか、木密地域不燃化１０年プロジェ

クトによる不燃化特区の指定を受けて、東京都と連携をして防災面や住環境の課題解決

に努めますといったことを基本計画案の抜粋で記載をさせていただいております。 

  その下の人口推移・推計でございますが、こちら、先ほどの旧清至中学校と同様、前

回もお示しをさせていただいている資料ですので、説明は省略をさせていただきます。 

  次に、右側を見ていただきますと、上段につきましては主要施設地区別設置状況とい

うことでございまして、こちら、先ほどの旧清至中学校と同様の資料になってございま

す。面積、人口、人口密度、その他、それ以下のところが公共的な施設ということで数

を記載をさせていただいております。 

  その下のところをご覧いただきますと、これまでの議論の中で出てきました高齢者関

係の施設と病院についてというのが、かなり検討の中で話題になっていたところだと思

いましたので、それに関するものを記載をさせていただいております。 

  まず、高齢者施設でございますけれども、この地域は上の表を見ていただきますと６

施設ということになっておりますけれども、その内訳といたしましては、老人いこいの

家、特別養護老人ホーム、シルバー人材センター、高齢者あんしんセンターということ

がございます。これは五つの施設なんですけれども、ここに記載はしていないのですが、

授産場といったものが一つありまして、先ほどの高齢者施設、６施設の内訳ということ

になります。これが現在ある施設なんですけれども、これまでの議論の中でも出てきて

いました老人保健施設ですが、区全体としては６施設がございますけれども、当該地域

には今現在無いというような状況でございます。 

  また、認知症高齢者グループホームというものが、現在区全体で１４カ所ございます。

こちらについても当該地域には現在ないということになっております。ただ、アスタリ

スクで表示させていただいておりますが、平成２９年には志茂三丁目に認知症高齢者グ

ループホームが開設予定ということになってございます。 

  また、医療機関についてでございますけれども、この地域４つほど病院はございます。

ただ、志茂地域にはないというような状況になっているということでございます。 

  資料５につきましては以上です。 

  次に、資料の６番でございます。 

  こちらは、旧赤羽中学校に係る利活用の計画（案）ということで、これまでの議論等

を踏まえてまとめたものでございます。先ほどの旧清至中学校と同じように、コンセプ

ト、基本的考え方、基本的方向、事業手法という形でまとめをさせていただいておりま

す。 

  まず、基本的考え方を見ていただきたいと思います。こちらにつきましては、一つ目

の丸と二つ目の丸のところで、主に防災面の当該地域の課題といいますか、現状を書か

せていただいております。 

  まず、一つ目のところですが、東京都防災都市づくり推進計画におきまして、整備地

域の一つとして指定をされているところ。加えて、東京都が２４年１月に公表しました
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木密地域不燃化１０年プロジェクトの実施方針に基づきまして、不燃化推進特定整備地

区というのに指定をされて、当跡地の一部が都市計画道路補助８６号線の区域というふ

うになっております。それは特定整備路線として指定をされているというものでござい

ます。 

  二つ目の丸のところに行きまして、こうしたことから当地域では特定整備路線の整備、

建物の耐震化・不燃化、オープンスペースの確保等、防災まちづくり事業の推進という

のが喫緊の課題となっていますということでございます。 

  三つ目の丸のところでございますが、こちら保育園という話も検討会の中でもこれま

で出てきたところでございますけれども、当地域を含む赤羽東地区は、今後の人口推計

におきましても就学前人口が増加傾向にございます。さらに、当地域はＪＲ赤羽駅への

アクセスもよいというようなことからも、今後保育需要の増加というのは一定程度見込

まれますので、保育所の整備といったことも必要ではないかということで課題として記

載をさせていただいております。 

  次の丸印のところですが、当該地域の特性の一つとして高齢化率が比較的高いという

こと。また、一戸建が多い地域でありまして、いつまでも住みなれた地域で安心して暮

らせる在宅生活の充実、介護と医療の連携なども求められているということでございま

す。 

  次の丸印のところでございますが、これもこれまでの議論でもありましたが、コミュ

ニティといったものもキーワードの一つとして出てきたところではございますけれども、

赤羽会館や元気ぷらざが設置されているということ。また、改築中のなでしこ小学校に

はふれあい館も複合されるというような状況があるので、コミュニティ機能については

比較的充足している地域ではないかということで記載をさせていただいております。こ

うしたことから、本跡地については防災まちづくりと待機児童対策や介護・医療に資す

る利活用を中心に、多世代が暮らしやすい地域づくりを基本的考え方とするということ

で上のコンセプトにつながってまいります。「安全で災害に強く誰もが健やかにくらせ

るまち」ということでまとめてみたものでございます。 

  次に、裏面をごらんください。 

  こちら、基本的方向ということでございます。三つの柱を掲げさせていただいており

まして、一つ目が、安全で災害に強いまちづくりのための有効利用ということでござい

ます。道路事業等の防災まちづくりの推進という点と、荒川も非常に近い地域というこ

ともありますので、水害への対応と地域の防災性を高め、安全で災害に強いまちづくり

のために有効利用という形でまとめています。 

  二つ目の柱のところでは、保育園の待機児童の解消ということでございます。 

  三つ目のところでは、医療と介護機能の確保というところで、誰もが安心・安全に住

みなれたまちでその人らしく充実して暮らせるよう、介護と医療の連携ということで、

北区が力を入れているところでもございますけれども、病院ですとか高齢者施設の誘致

など、地域の課題解決につながるような利活用を検討してはどうかということで三つ目

の柱を立てております。 

  具体的に、事業の手法というところでございますけれども、まず、一つ目の丸のとこ

ろでございます。周辺環境との調和を基本に、地震・水害を初めとした災害に対する防
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災への配慮であるとか、当該地域の特性の一つである高齢化率が高いといった実情を十

分考慮した地域ニーズ、こういった貢献度など一定の条件を付した上で、効率的な土地

利用を視点とした提案方式による売却、または貸付を検討してはどうかということでご

ざいます。 

  二つ目の丸印のところでございますが、東京都と十分に条件等の協議を行った上でと

いうことになりますけれども、都市計画道路の整備に必要な用地につきましては売却を

していくということとともに、施設の整備に支障のない範囲におきまして、道路事業用

の代替地に最低限必要な用地の売却を検討してはどうかということでございます。 

  三つ目のところでございますが、こちらは旧清至中学校と同様の中身になりますけれ

ども、本検討会での意見を踏まえて将来的な土地利用のあり方を踏まえて売却、または

貸し付けの決定に当たっては十分に検討するといったことでまとめさせていただいてお

ります。 

  以上が資料の２と５、６についてのご説明です。 

  また、本日参考といたしまして、お配りさせていただいております北区の学校施設跡

地利活用検討委員会の委員の皆様へということでいただいているご意見でございます。

こちらにつきましては、区民の方から意見をいただく期間というのが８月５日までとし

ていたところではございますが、第３回に代替地ということでお話をさせていただいた

ことについてのご意見であったということもありまして、今回に限りまして皆様に参考

資料ということでお配りをさせていただいておりますので、あわせてご覧いただきたい

と思います。 

  以上、事務局からの説明です。 

 

○委員長 

  どうもご苦労さまでした。事務局から旧赤羽中学校についてのご説明をいただきまし

た。こちらについても事務局からいただいた説明、またこれまでの議論を踏まえての資

料６の利活用計画（案）について委員の皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

  また、ご質問があればあわせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  先ほどご意見いただきましたが、それは旧赤羽中のほうでということで、途中で私が

切ったような感じになっていますので。 

 

○委員 

  大体私の考えていることとほとんど変わりがないんですよ。それでね、これは別の話

なんですけれども、ついこの間発表になったマンションの値段なんですけれども、山手

線の駅が２９あるんです。その中で一番安いのが田端なんです。だから、北区のマンシ

ョンが一番安いと。それから、南北線は赤羽から目黒まで行っているんですけど、この

中で一番安いのはどこかといったら、今問題になっている志茂なんです。どうも高いと

ころのせいぜい２５％～３０％、それで、あと北千住にも負けるし南千住も負けるし、

もちろん日暮里や巣鴨にも負けていると。それで、じゃあ総武線だったらね、市川から

新小岩あたりの値段と大体似ているんですよ。それぐらい人気が悪いということは、ど

こか都市の環境整備というのがどうもおくれているんじゃないかなという感じはするん
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ですよね。そこら辺に重点をかなり置いた土地の有効利用というのを考えたほうがいい

と思うんですけどね。何で北区が、交通状況じゃ物すごくいいわけですから、それが人

気が出ないというのは都市整備が遅れているんじゃないかなと。そんな感じがするんで

すよね。だから、そういうところにも余った土地をうまく使っていくということなんで

すよね。 

  それから、さっき申しましたように、赤羽の２０メートルの道路拡幅というのは、ず

っと昨日見て歩いたら、ほとんど残地が使える地権者というのはほとんどいないんじゃ

ないかと。だから、もう反対するのは当たり前の話で、恩恵を受けるのは実は学校とス

ーパーぐらいじゃないかなと思うんですけれども。そうすれば、道路というのは始まっ

てどんなに早くたって１０年はかかるんですよ。それで、普通にいって２０年ぐらい大

体かかる。それで、私の事務所の近くのマッカーサー道路というのが、皆さんご存じか

もしれないけど、これがつい今年できたんですよ。そうして、虎ノ門ヒルズというのが

できましてね。そうしたら、まちがすごく変わっちゃったんです。それで、食堂や何か

も去年までは５００円から１，０００円ぐらいで昼飯を食べられたんです。今はどんな

に安くたって８００円。それで２，０００円ぐらいの昼飯もあるんです。誰が食べてい

るかというと、ほとんど女性なんです。いかに女性が最近活躍して高給をとるようにな

って、それで男の連中というのは立ち食いのソバだとか、街路で売っているお弁当を買

っているんですよ。だから、そういう点では、道路ができると世の中というのは、とい

うかまちというのが本当に変わるんですね。そういう点も力を入れて、これからいった

ほうがいいんじゃないかなという感じはするんです。 

  以上です。 

 

○委員長 

  どうもありがとうございました。大変貴重なご意見をいただきました。 

  地価が安い、マンションが安いというのは、いいことなのか悪いことなのか、なかな

か微妙なところですよね。それで、土地の価値を上げるには、ある意味で広い道路をつ

くるとその沿線の地価が上がります。でも、暮らしている人にとってどうなんだろうと。

今、昼が立ち食いソバしか食べられなくなっちゃうという話もありましたけど、そうい

った、やっぱりその地域のブランド的な価値が上がっていって発展するということと生

活というのは、一緒に上がっていってくれると一番いいんですけど、なかなかそうなら

ないところがあるというのが難しいところで、旧赤羽中の場合もそれが非常に大きな影

響を与えているのかなという気もいたしますけれど、ほかの委員の皆さん、いかがでし

ょうか。 

  

○委員 

  今、委員さんから北区は地価が安いというお話があったんですが、なぜ安いかと。私、

防災福祉のほうをちょっと研究しているんですけど、地形が余りよくないと。急傾斜地

が多いし低地が多いですね。それから地盤が弱い。そういったことを受けて地価が安い。

逆に言うと、２３区で地価が安いということは我々庶民には生活しやすい、家を持ちや

すい。ただし、その場合は、今委員長さんが言われたように、価値はどうかというと価
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値を上げることが大事なことなんですね。それにやっぱり防災です、やっぱり結局ね。

地盤が弱いわけですから、低地ですから。 

  それからもう一つは、建物をよくすればもちろん付加価値がつくということになりま

すね。だから、そういう、２３区の中では確かに危険箇所は多いんですけれども、地価

が安いから住みやすい、我々庶民にはマイホームが手が届くと。ただし、防災面はかな

り力を入れていかないといけないということが言えると思うんです。 

  それから、先ほどの旧清至中の資料３の将来人口の推計ですね、生産年齢人口とか高

齢化人口とか幼少人口とかあるんですけど。これについては赤羽小学校のほうでは、こ

れよく比較して、私、見ていましたけども、人口は若干増えるんですね、赤羽のほうが

人口が増えるんですね。それから、高齢者も増えますけども、実は生産年齢人口もふえ

る、つまり現役世代も実は増えるんですよ。ここが旧清至中学校の将来推計とは違うと

いうことだと思うんです。だから、そういう意味では、やはり高齢者向け、あるいは現

役世代向けの環境を整備するということがやっぱり望まれるんじゃないかと。それがさ

っきお話しした防災ですね。そこには特化していくことが、優先順位から見れば、地形

的には大事なのかなと、そんなふうに思いますね。 

 

○委員長 

  どうもありがとうございます。防災を重視していくということが、この地域での生活

の価値を上げていく、安全で暮らしやすいまちをさらにバックアップしていくというこ

とにつながるのかなということを感じました。 

  ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員 

  事務局のほうが、私この前医療モールビルというのは言わなかったんですが、調べて

くれたみたいでありがとうございます。 

  私、巣鴨の地蔵通りのほうにあるんですけれど、私が行っているところのパンフレッ

トをもらってきたんですけれど、まちの、要するに医院が集まって病院をつくっている

んですね。それで、その中にＭＲＩとか、それからＣＴとかそういうのもありまして気

楽に行ける。うちの女房なんかちょっと頭痛い、ちょっと行ってちょっとＭＲＩとって

くると、すぐとりにいってやってくれるんですよね。ですから、私は整形外科のほうに

行っているんですけど、そこはそのまちの病院が、子どものクリニックがあったり、そ

れから整形外科があったり眼科があったり、それでそういう検査の場もあるところなん

です。ですから、すごく行きやすいと言うんですね。大学病院みたいにちょっと待った

り、かた苦しい、ちょっと行きにくいというあれはないんですよね。ですから、これか

ら増えてくるんじゃないかと思うんですけど、何か聞きましたら、ほかでも何かできて

きているような話を聞きました。 

 

○委員長 

  よろしいでしょうか。総合医療モール的な表現というのは、事業計画案のほうには特

にそういう具体的な書き方はしていないですね。それは、この程度でいいですか、計画
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のほうは。 

 

○委員 

  最初の意見としては、大学病院みたいなのを入れてくれというご意見があったように

聞いておりますけれど、ちょっとそういうのは難しいんじゃないかと私は思って、ちょ

っとこれを出してみたんですけどね。すごく、私は整形に行っていますけれど、リハビ

リでお年寄りの方もご高齢の方もたくさん来て、まちの社交場みたくなっておりますの

で、すごくそういう点でもいいのかなと思っております。 

 

○委員長 

  どうもありがとうございました。総合的な医療機関というとそういう大学病院的な大

病院をイメージされることが多いようですが、そうでない形もあるということで、そこ

まで踏み込むかどうかの判断も含めて、検討お願いします。 

  ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員 

  私も委員と同じ考えで、やはりまちの魅力の一つは住んで安全ですよということが一

番だと思うんです。もちろんこれは防犯上の安全とかそういうのも含まれますけれども、

今本当にいろいろな災害が、いつどういう形で起きるかわからない時代にあって、地盤

も弱くて木造家屋が密集しているところもある、こういうところで少し面積の広い学校

跡地ですので、やはり防災というのを最重要課題として取り組むべきかなと思います。 

  また、委員がおっしゃったように、ここを、大きな総合病院を建てるとか誘致すると

いうのはちょっと無理かなと思いますので、医療モールビルというんですか、非常にそ

れも魅力があるなと思いました。 

  ただ、それらの何を誘致するか、どのように活用するかという検討を進める間にあっ

ても、地域の中で保育園への待機児童の方がいらして、非常に需要が高い地域でもある

ということですので、現在赤羽中学校の校舎が、なでしこ小さんができればそこがあく

ので、これもタイムスケジュール、なでしこ小が立ち上がったときにもう何か誘致でき

るような進め方をするのか。もし、そうでない場合は、現在ある建物を少しの間だけで

も活用して保育園のような施設、仮の施設であってもつくるべきではないかなと思って

おります。 

  以上です。 

 

○委員長 

  ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。 

 

○区 

  ありがとうございます。本格活用にいつから入れるかというのは、まだ今後の話にな

るかと思うんですが、委員からのご提案があったように、やはり有効に活用していくと

いう視点は非常に重要だと思っていますので、その時点での課題解決に資する活用がで
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きるということであれば、そういった暫定活用的なことも今後の検討という形にはなる

かなと思っております。 

 

○委員長 

  ありがとうございます。旧清至中のほうでも暫定的に子育ての施設を入れていますよ

ね。そういう意味では子育て施設でも暫定的に入れやすいということもあるんですか。 

 

○委員 

  そうですね。多分清至中学校のほうは暫定的に入れても、あとの計画があって、その

子たちがこちらに移れるというのがあるので大丈夫だと思います。なので、ここももし

暫定的にでも入れていた場合に、例えばそれを本格活用しようと思ったときは、やはり

どこかに今の入っているお子さんたちを預ける別の場所が確保できてからではないと難

しいということもありますので、そこら辺は慎重に考えていきたいなと思います。 

 

○委員長 

  ありがとうございました。必ずしもそう簡単ではないということですね。 

  ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員 

  やはり区の安心で安全、災害に強くと誰もがすこやかにというコンセプトにのっとっ

ていきますと、志茂地区は、特に今改築中のなでしこ小学校などはもう水害にも強い、

それから災害時にも避難所として有効に使えるような施設としていろいろな要望は通っ

てきている学校でございますので、そういうことに関しては比較的志茂地区では色々な

ものが有効に使われているんではないかなと。ということになりますと、やはり旧赤羽

中学校の有効利用というのは、そのまま放っておくのでは有効に使っているとはいえな

いし、北区のほうの財政も考えると、区のほうでいろんなものを建ててそれを使いなさ

いというわけにはいかないと思いますので、そういうことに関して、やはり先ほど出て

いました大きな病院等の誘致で病院は病院の人たちが自分たちで施設をつくって、定期

借地でなり使ってくださいというのが一番家賃がとれるというような形ではないかなと

思っております。 

  また、保育施設というのも、実は私の町会にも０歳児から３歳児までの園庭が必要で

ない保育園が近々できるような形で動いているわけでございます。その病院等々ができ

た中も、やはり地域の高齢者、または災害のときの入院が優先的に入れるとは限らない

んですけれども、トリアージされて、その中で優先的にできるような施設というのは、

やはり地域の住民にとっては一番安心できるものではないかと思いますので、その辺も

余りのんびりしないで早急に進めていただくほうがよろしいのかなと思っておりますの

で、事務局、その辺ひとつよろしくお願いいたします。 

 

○委員長 

  よろしいでしょうか、事務局。 
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  ほかにいかがですか。 

 

○委員 

  災害に強いまちづくりというところでは、木密地域全般にいえることだと思いますけ

れども、火災にも強いという視点が、どうしても地震災害のほうに目が行くのかなと思

いますけれども、火災に強いというふうに考えると、一定の広幅員の道路とかたい一定

の建物というのは一つの考え方としてはあるので、そこの部分をしっかりしたかたい建

物を道路に面してつくっておくというのは、まちづくりの考え方としてはあるというふ

うに思っています。そういった面では、基本的方向の中に水害への対応等というふうに

水害への対応をちょっと入れて、どういうことになるのかというのは少しイメージが湧

かないところではあるので、例えば３階から上にしばらくはいられるような、そういう

ものも考えるのかとかというふうにも思えなくはないので、火災や地震も含めたそうい

う災害に強いまちづくりということなのかなというようには感じました。 

  それと、先ほど委員からも医療モールの話があって、それはそれで高齢者の皆さんが

行きやすいというようなことなんだろうと思うんですけれども、一方で、病床が必要だ

というような、病床が足りているのかどうかという、そういう視点も必要だと思います

ので、そういった面では医療機能といったときに病院というふうにしていくのも需要を

見ながら、そこは考える必要もあるんだろうと。後期高齢者の方が多くなると認知症の

方も当然増えるということで、そういった意味で認知症の総合的な対応もできるような

病院というような方向性というのは、具体的に事業者を募集するというようなときには

考えてもいいのではないかと思っています。表現のところでいくと、医療と介護機能の

確保で介護医療連携の病院というのはわかりやすいんですよ。高齢者施設というのは少

し、資料の５で示された高齢者施設は少し広過ぎるので、これが高齢者施設ということ

のイメージを持って書いてはいないと思いますから、どのようなものなのかというのは

具体的に書いてもよろしいんではないかと思っております。 

  いずれにしましても、今のなでしこ小、たしか十分な耐震性を満たしている、全部が

これから先もずっと使っていける耐震性を満たしている校舎なのかというと、一部に不

安があるところもあったと思いますので、あのまま暫定的に、あるいは改修して利活用

していくというのは難しかろうと考えています。 

 

○委員長 

  どうもありがとうございます。旧赤羽中の建物そのものを暫定的に使うにしても、一

部耐震性に不安がある部分があるということですね。長期には使えないだろうというご

指摘だと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員 

  誰もがすこやかに暮らせるまちは本当に誰もが望んでいるんですが、高齢化の高い地

域であるということで、もう高齢の方が全て介護が必要、認知症の危険があると。こう

いう前提のような書きぶりだなとちょっと思ってしまうんですね。介護と医療、ここに
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介護予防というんでしょうか、そうならないために高齢の方にも、これから高齢期を迎

える方も健康に年を重ねることのできるような、そういうアドバイスをしてくれたり、

施設、近くに今度赤羽体育館というのができますけれども、運動とか栄養とか、また心

の栄養というんでしょうか、そういう面で高齢の方も元気に暮らせるまちというところ

を少し打ち出せたらいいかなというように感じています。 

 

○委員長 

  どうもありがとうございます。大変重要なご指摘だと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。それでは、私から、防災が重要な地区だということはよく

わかるんですが、それで、防災というとやっぱり広い道路を入れて周りを不燃化してと

いう話になりますが、先ほどご指摘で、２０メートルの道路を入れると残地がなくなる

というご指摘がありました。それは具体的にいうとどういうことですか。 

 

○委員 

  赤羽の土地なんですけれども、地元の地権者が反対なんかもしているのが資料にある

わけですけど、赤羽の土地というのは暫定的な利用をしばらくの間しておいて、それで

恐らく２０年ぐらいかかるでしょうから、道路ができたら一段と都市計画も変わるし、

価値も高くなるわけです。それと、用途もまた別な、今考えつかないようないい利用も

考えられるんじゃないかと思うんです。そういう点で、もうしばらく様子を見ながら、

当面暫定的な利用で時間を稼ぐというのが、私は赤羽が一番いいんじゃないかなと思っ

ております。 

 

○委員長 

  私がお尋ねしたかったのは、道路ができても地元にいいことがないよというふうにお

っしゃられたので、それはどういうことかなと思って改めてお伺いしたんですが、どう

でしょうか。 

 

○委員 

  残地というのは残る土地ですよね。残地というのは、今住んでおられて道路がかかる

部分に家を持っていらっしゃる方の土地がほとんどなくなっちゃうという、そういう意

味ですか。赤羽中学校の校庭の面積がほとんどなくなっちゃうという、どちらなんでし

ょうか。 

 

○委員 

  せっかくの財産の、私は余り定期借地権というので貸すというのは、余り将来どんな

形になるか、法律を勉強してきた男なんですけどね、日本のその法律というのは余り信

用しないんですよ。だから、土地の有効活用の中で定期借地権なんかは大きな会社とか

役所が今やっているんだけど、普通の民間の人たちはまだそこまでやっていないんです

ね。というのは、一つ法律ができると、ころっと変わってしまうと。だから、せっかく

私の土地で私が貸していて賃料ももらえる、将来も戻ってくるといったのが、一つ法律
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がころっと変わると戻ってこなくなるし、価値もあっという間に所有権の価値が２割、

３割になってしまうということになるから、余り定期借地権というのはほどほどに考え

ておいたほうがいいんじゃないかなと思っております。 

 

○委員長 

  質問を繰り返すようになりますが、最初に残地がなくなると言ったのは、その道路予

定地に住んでいる皆さんの土地がほとんどなくなっちゃうよ、道路が入ったら自分が持

っている土地がなくなっちゃうよという意味だったのか、それとも、旧赤羽中学校の土

地が道路用地とか代替用地とかで食われてしまってほとんどなくなっちゃうよという意

味だったのか、どっちの意味だったんでしょうという質問なんですが、どっちでしょう

か。 

 

○区 

  では、道路用地ということで少しお話しさせていただきますと、１回目の検討委員会

のところでもお話しさせていただいたところでございますが、どのくらい今赤羽中学校

９，１４４㎡ありますけれども、道路用地として係るところが約１，０００㎡ぐらいで

はないかというように聞いております。ですので、８，０００㎡以上は道路用地以外の

部分として残っていくということになっております。 

 

○委員長 

  ということは、赤羽中の敷地ではないということになるのかな。 

  それと、関連してですけど、道路用地として赤羽中の土地が必要だとは言っているわ

けですけど、それとあわせて代替地と言っていますよね。代替地がこの間だと何か数軒

分、１０軒に満たない軒数分の代替地のような説明を受けたようなおぼろな記憶がある

んですが、それはどういう代替地なんでしょうか。もっと何軒もたくさん沿道に宅地が

ありますよね。そのうちのどういうところの代替地という東京都が言ってるんですか。

そこまでは情報がないんでしょうか。 

 

○区 

  補助８６号線などの道路事業を進めるに当たっての代替地として、具体的にどのぐら

い提供していただけないかとか、そういったお話はまだないんですけども、そういう代

替地として幾らかを提供していただけないかという依頼が東京都から来ているというこ

とでございます。 

 

○委員長 

  詳しい情報はまだないということですね。 

 

○委員 

  検討してほしいということで東京都から来ていますが、最初のときにお答えをさせて

いただいたように、もちろん全部じゃないというふうには当然思っています。 
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  それで、こことはまた違う、以前西ケ原にありました外国語大学跡地、そこも西ケ原

が密集地域ということで防災のために、外語大跡地については特別養護老人ホームだと

か公園だとか住宅だとかということがつくられたんですけれども、密集エリアで道路や

何かで一部かかってしまったお宅が移転するというようなことも考慮して、まちづくり

用地というのを確保していったことがございます。それは、赤羽の８６号線等とはまた

ちょっと違いますけれども、そのときも面積的には本当に少しで４００平米ぐらいだっ

たかと思います。それで、まちづくりをどんどん進めておりましたけれども、結局はな

かなかそれを使うという方があらわれなかったということもあって、また北区の大きな

課題として保育園が必要だということもありましたので、そこの土地は本当はＵＲが持

っておりましたけれども、ＵＲから北区が土地を、そこの部分の土地を購入して保育園

をつくったというような状況もございます。ここと全く同じということにはなってはご

ざいませんけれども、この計画の中でも施設整備に支障のない範囲において道路の事業

用の代替地として必要最低限の用地分売却を検討するというお話になっているかと思い

ますけれども、この施設整備というのは、今までご議論いただきました病院ですとか高

齢者施設ですとか保育園ですとか、もちろん防災的な機能を重視してということにもな

りますけれども、そういうものを整備に支障のない範囲において東京都と今後協議をし

ていくと考えているところです。 

 

○委員長 

  わかりました。事業手法の２番目のところで、東京都と十分に条件等の協議を行った

上で都市計画道路の整備に必要な用地の売却とともに施設整備に支障のない範囲におい

て道路事業用の代替地に最低限必要な用地の売却を検討するという文言になっています

が、これは無条件に土地を売却するということではなくて、十分に協議を行って条件が

納得できるものであればというふうに理解していいわけですね。はい、わかりました。 

  皆さんからいかがでしょうか。 

 

○委員 

  １点だけ、先ほど議論で幾つかありましたけれども、暫定的にというお話もありまし

たが、ここの赤羽中学校の建設年度が昭和３４年ということですので、建物が。そうし

ますと、５７～８年ですか、たっているということを考えますと、先ほどちょっと委員

のほうからも話がありましたけれども、そこを改修してちょっと使い続けるというのは

なかなか厳しいものもあるかなというふうには考えております。 

 

○委員長 

  どうもありがとうございます。 

 

○区 

  調べますけれども、確かに耐震上とてもだめなところは壊しているんですね。なので、

もしかしたら今あるところは５１年だったかもしれません。 

  すみません、失礼しました。事務局でそこを修正をしておらず、失礼いたしました。 
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○委員長 

  わかりました。きょう皆さんからいただいたご意見の中で、やっぱり都市計画道路に

関しては、もう計画ありきではないんじゃないかというご指摘、そういう趣旨のご指摘

があったかと思います。ただ、防災が非常に重要な地区であるということで、そういっ

た観点できちんと位置づけできるならということなんだろうと思います。 

  大分時間も経過しましたので、ほかに皆さんからご意見がないようでしたら、資料６

の利活用計画（案）について骨組みは了承するということで、あと本日の議論を十分に

踏まえて必要な部分を修正して、事務局で整理した上で、次回最終報告書案として示し

ていただきたいと思います。特に一般論として防災のまちづくりを進める上では、広い

道路を入れて不燃化していくということが有効であるというふうに考えられています。 

  ただ、この地域の場合は、委員からもご指摘がありましたように、２０メートルの道

路を入れるとかなり住民の皆さんの生活に影響が出るということがあるというご指摘も

ございました。その点を踏まえて、やはり東京都と十分に地域の実情を踏まえた協議を

行っていただきたいと思います。それを踏まえた上で、納得が得られるならば売却等を

検討していくということだと思いますので、そこら辺が十分に伝わるような文でもう一

度ご検討いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

○区 

  ご意見ありがとうございました。旧赤羽中学校の建物の件ですが、事務局の資料が、

すみません、誤っておりまして失礼いたしました。建物ですけども、今一番古いものと

しまして昭和４２年に建てられたもの。棟のところが一番古いという形になっておりま

すので、それにしても４９年ぐらいはたっているということになるかと思います。 

 

○委員長 

  わかりました。暫定利用等十分に行う場合には、もう一度耐震性の検討をした上で暫

定利用を図るということで、事務局のほうは整理をしていただければと思います。よろ

しくお願いします。 

  それでは、議題の（２）その他のほうに入ります。事務局から説明をお願いします。 

 

○区 

  ありがとうございました。次回の委員会の日時でございますけれども、１１月９日水

曜日午後７時から、会場に関しましてはこちらの北とぴあカナリアホールになりますの

で、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

 

○委員長 

  次回、最終回になりますが、１１月９日水曜日、午後７時より北とぴあカナリアホー

ルということでよろしくお願いいたします。 

  本日は、前回までの議論をもとにして総括として旧清至中学校と旧赤羽中学校につい
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て利用計画案を示していただいて議論をいたしました。第１回目に事務局から説明があ

りましたけれど、この委員会は設置要綱に基づいて設置されて、個別の学校施設跡地の

利用計画を検討、それに関連する事項について検討結果を区長に報告することを任務と

しています。次回は最終回になります。第５回の委員会では、本委員会から区長に報告

する各検討結果の成果物となる北区学校施設跡地利活用検討委員会最終報告書の案を事

務局から示していただくことになります。また次回、よろしくご検討、ご議論いただき

たいと思います。 

  それでは、これをもちまして第４回の委員会を閉会いたします。 

  委員の皆さん、熱心にご検討いただきましてありがとうございます。また、傍聴の皆

さんも熱心に傍聴していただきましてありがとうございます。基本的に静粛にお願いし

ます。次回、よろしくお願いします。 

 


